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○利害の対立する複数の支援者の間の合意により策定されるなど、合理的な再建計画に

基づくこと。 

○抜本的なリストラが行われる等、対象企業の経営責任が明確化され、債権放棄が社会

通念上合理的であると認められること。 

 

(5) 評価損益の状況と今後の処理方針 

三井住友銀行におきましては、株価変動リスクを大幅に圧縮するために、14 年度にお

いて約1 兆1,000 億円の保有株式の売り切り、約5,000 億円の減損処理を実施したほか、

15 年 3 月 17 日にわかしお銀行と合併し、この際の合併処理によって株式の含み損約

7,000 億円を解消いたしました。 

 15 年度におきましては、株式市場に充分留意しつつ、保有株式をさらに圧縮し、株価

変動リスクを削減してまいります。具体的には、既にお客さまから売却の応諾を得てお

ります約 7,000 億円の株式を今年度圧縮してまいります。 

 なお、15 年 3 月期における有価証券等の評価損益の状況については、図表 18 の通り

であります。 

 

(6) 金融派生商品等取引動向 

 オフバランス取引の契約額、想定元本残高、信用リスク相当額(与信相当額)について

は、図表 19 の通りであります。 

 また、三井住友銀行におけるオフバランス取引に係る信用リスクの信用力別構成とし

て、取引相手の格付別に、ＭＴＭ残高に対する信用コストおよび信用リスク量を試算し

た結果は図表 20 の通りであります。 

 

 

 

 


